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第10回 逢初川土石流災害に係る行政対応検証委員会－議事録－

１ 開 会 （午前９時15分開始）

２ 議事項目（これより内藤総務局長が議事進行を務めた。）

・当時の担当職員への聴き取り事項の確認（最終）

日 時 令和５年９月 19日（火） 午前９時 15分～

場 所 県庁別館２階 第３会議室Ａ

出 席 者

経営管理部総務局長

経営管理部総務局参事

くらし・環境部廃棄物リサイクル課長

くらし・環境部盛土対策課長

経済産業部森林保全課長

交通基盤部砂防課長

交通基盤部土地対策課長

内藤 信一

清水 大全

片山 広文

望月 満

大川井 敏文

杉本 敏彦

福田 吉宏

議 事 ・当時の担当職員への聴き取り事項の確認（最終）

○内藤総務局長

それでは、逢初川土石流災害に係る行政対応庁内検証委員会第 10 回会議を開催いたし

ます。

それでは、早速、次第の１ですけれども、検証対象の法令に係る県の行政対応に関する

当時の担当職員への聴き取り事項の確認についてでございます。前回、追加で廃棄物処

理法関係のヒアリング候補者の表を頂きましたので、まず、片山課長のほうから説明お

願いします。

○片山廃棄物リサイクル課長

聴き取りの候補ですが、一応、配付した資料のほうですけれども、それぞれの聞きたい

事項というのを、この前、名簿を頂いたものですから、そちらのアからコまでということ

で、該当する方を、２ページ目のほうでいくと、当時の在籍している方、出先の方２名が

対象でいいと考えております。

ただ、当然、出先と本庁の関わりがあるものですから、あともう１人を呼ぶというと、

当時の県庁ですけれども、 が一番長くいるので、この方が一番知っているかな

ということで、この３人が候補かなと考えています。
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○清水総務局参事

網かけがかかっているところが該当するということですね。

○片山廃棄物リサイクル課長

その時にいた人ということになるので。この方も既に前回の検証委員会でもう呼ばれ

ている方ではあるのですが、また違う質問、聴き取り項目ということで重なってもいい

かなと考えています。

○内藤総務局長

皆さん、前回も来られた方ばかりですか。

○片山廃棄物リサイクル課長

そうです。

○内藤総務局長

そうですか。辞めた方ももうお二人ほどいらっしゃる。

○片山廃棄物リサイクル課長

そうですね。

○内藤総務局長

これ、日程的な調整というのは。

○片山廃棄物リサイクル課長

まだ全然やっていないです。

○内藤総務局長

これからですか。

○片山廃棄物リサイクル課長

これから聞いてみることになります。現職ですから、その辺は割と調整はできるのか

なと考えています。

○内藤総務局長

分かりました。

そうすると、それから、その次に森林の関係は、この前、ペーパー頂いて、メンバーは

これで固まりということでいいですか。
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○大川井森林保全課長

大川井ですけれども。

○内藤総務局長

大川井課長、お願いします。

○大川井森林保全課長

日程調整表も、先日、清水さんのほうへお送りしましたので。

○内藤総務局長

そうですか。それは配付できますか。

○大川井森林保全課長

それで調整してもらえれば。

○清水総務局参事

すみません、ちょっと配付できないので。

○内藤総務局長

できない。

○清水総務局参事

ええ。

○内藤総務局長

また、会議が終わったところで情報共有をします。

○清水総務局参事

もうあれは頂いて、その中ではめ込んでいってみればいいですね。

○内藤総務局長

あと、福田課長、どうですか。

○福田土地対策課長

福田です。

前回お配りしたメンバー６人、お配りしております。すみません、日程をまだ聞いてな

くて、ただ、その中で に関しては、開発審査会で 28 日にこちらに見えるも

のですから、ただ、28 日の午後２時から４時ぐらいを予定していて、その後の時間外に
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なってしまう可能性があるんですけれども、それはそれでいいでしょうか。

○内藤総務局長

大丈夫です。

○福田土地対策課長

いいですか。

日程的に、恐らくピンポイントにはまってくるのはそこぐらいで、あとの方々につき

ましてはこれから調整したいと思います。

○内藤総務局長

用地管理課の方というのは大丈夫ですか。

○福田土地対策課長

もし用地管理課を呼ぶ必要があればということなので、また、第一次的な聴き取り調

査が終わって、それからということにさせてもらいたいと思っています。

○内藤総務局長

分かりました。

あとは土砂災害か。杉本さん、どうでしょうか。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

一応、担当職員４人に事前にちょっと電話で確認して、その後、メールで日程調整させ

てもらった結果が、今現在、整いましたので、この結果は清水さんのほうに提出させても

らいます。

○内藤総務局長

よろしくお願いします。

そうすると、廃棄物処理法と都市計画法についても日程調整進んだところで、また清

水参事のほうから……。

○片山廃棄物リサイクル課長

日程調整して、人が替わるのはありでしょうか。あと、内容を聞いて、このメンバーよ

りも、この人よりもこの人のほうが。

○内藤総務局長

むしろこの人じゃないかという話ですか。
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○片山廃棄物リサイクル課長

だという。

○内藤総務局長

そういう説明をしていただければ。

○片山廃棄物リサイクル課長

まずは日程調整でということでいいですね。分かりました。

○内藤総務局長

肝心なことが聞けなければしようがないですもんね。

○清水総務局参事

日は、一応、候補日ということで、９月の下旬なので、その中ではめ込んでいく形で、

この日というふうに今のところ決めているものはないです。

○片山廃棄物リサイクル課長

分かりました。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

たしか 21 から 29 と聞きましたよね。

○清水総務局参事

そうですね、一応。なので、あとはそこに収まらなければ広げていってという形です。

○内藤総務局長

相手の御都合もあるので、マストではなくて、そこでこぼれたらまた後で。

○片山廃棄物リサイクル課長

そこの午前午後とか、そんな感じですか。

○清水総務局参事

そうですね。なので、午前午後でというぐらいの固まりのほうが一番良いのですが、た

だ、ピンポイントでのような、もし時間が...という方がいらっしゃるなら、そのピンポ

イントの時間を教えていただいてという形に。

○内藤総務局長

さっきの さんの 16 時からだとか、そういうのもありますから。
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ちょっとまだ前回の会議から日もたっていないので、引き続き日程調整をお願いいた

します。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

杉本です。

ただ、そのときに、やはり事前にある程度こういう内容を聞くよというところは相手

方に伝えておかなくてはいけないと思うので、それぞれの所管課のほうでまとめた質問

事項とかは事前に渡すような形で進めてよろしいですよね。

○清水総務局参事

そうですね。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

この前、一応、みんなで確認した内容です。

○清水総務局参事

清水です。

前回の会議で聴き取り事項を頂いたやつに若干意見とかさせていただいて、最終的な

ものというのは、何か加えたりとかというのがあれば、それもまた頂けたらなと思いま

す。メールとかで構わないものですから。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

はい。

○清水総務局参事

それで、１回、皆さんで日程を確認していただいたものを私のほうに頂いて、私のほう

で日を当て込んでみて、それをまた皆さんのほうにバックいたしますので、そこで問題

がなければ確定という形でお願いできたらと思います。

あと、前回の会議のときに、行政対応検証委員会に向けての職員のヒアリングがどう

だったというのを確認をしますというふうに言ってしまったのですが、まだ確認ができ

てないものですから、確認をして、こういう形でやっていましたというところをまた皆

さんのほうに情報として入れさせていただきます。すみません。

○内藤総務局長

質問内容、質問事項については、おおむねこういうことを聞きますよというのをお知

らせするとしても、当日、当然、聞いていくうちにここをというのも出てくるもので、そ

こは、こういう質問項目とそれに関連する質問のような形でお知らせしていただければ

いいかなとは思います。
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○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

本当はそれに、質問に関わってくる資料、それも本当は事前に相手に渡しといたほう

が記憶がよみがえると思うんです。本当はそこまでしてあげたほうがいいかなと思いま

す。

○清水総務局参事

清水です。本当に確認できてなくて申し訳ありません。この間もお話ししたんですが、

行政対応検証委員会のときもヒアリングの前に公文書もお渡ししたというふうに聞いて

いるものですから、どういう形でとか、そこら辺も早急に確認して皆さんのほうにお伝

えをさせていただきます。メールとかで送れる環境があれば一番いいかなとは思うんで

すけれども、なかなか紙ベースというとなかなか難しいところがあるかなというところ

で、現職の方だったらメール使えると思うんですけれども、退職された方とかはどうす

るかなというのはあるかなとは思うんですが。

あと、提供するときにも、マスクはしないのかなとは、そこら辺のことはどうかな。た

だ、退職された方も、一応、法律上は辞めた後も守秘義務というのがかかっているので、

そこら辺、全くの部外者じゃないものですから、隠したところで誰か、多分、分かると思

うので、行政対応検証委員会のときのその辺りの情報の扱いも含めて、どういうふうに

ヒアリング対象の方にお渡ししたのかというのを確認します。

○内藤総務局長

ほかに何か質問等ございますでしょうか。大丈夫ですか。

それでは、次第の２ですけれども、検証対象の法令に係る県の行政対応の事実関係等

の整理ペーパーの修正についてということで、これが今日ついている資料ですね。

○清水総務局参事

そうです。

○内藤総務局長

１ページ目から 30 ページぐらいかな、４ページまでですけれども、これはここで一つ

一つというわけではなくて、またこういった形で皆さんから修正をしていただきまして、

これについてはまた法律の横並びで見て、経営管理部のほうで調整するところは調整し

ていきたいと思っております。また、皆さんとやり取りしながらそこはやらせていただ

きます。ということでいいですね。

清水さん。

○清水総務局参事

一ついいですか。すみません、次第の先に行ってしまうんですけど、次回９月 29 日に
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この会議を予定させていただいていて、今のところの想定だと、そのときにこの庁内検

証委員会、これから深掘りをしていくんですけれども、深掘りしていった後に検証報告

書というような形でまとめていくことになるんですが、その検証報告書の構成とかにつ

いて、今の段階でこんな構成でどうでしょうかというところを皆さんにお諮りをさせて

いただいて、項目等を固められたら思っております。その一環で、今回、皆様に修正をし

ていただいた整理ペーパー、その１から３の項目について、これから横並びで確認をさ

せていただいて、横並びで見たときに、ここの部分はこういう形でどうでしょうかとい

うようなところも御提案させていただけたらと思っておりますので、補足をさせていた

だきます。

以上です。

○内藤総務局長

ありがとうございました。

片山さん。

○片山廃棄物リサイクル課長

すみません。２番のところの、今日の議題は２番の整理ペーパーのところですが、廃棄

物のところ、まだ未提出なものですから、作ってあるのはあるので至急出します。

今、各法令のところは、全部、並びはほぼ合っていますか。まだ合ってないですか。

○清水総務局参事

並びというのはどういう。

○片山廃棄物リサイクル課長

この全体の書きぶりというか。

○清水総務局参事

まだそこまでは見ていないです。

○片山廃棄物リサイクル課長

ということで、分かりました。

そこで書きぶりが違ったらまた直さなきゃいけないかななんて思ったんですが、分か

りました。

○内藤総務局長

これについて、何か御質問等、その他ありますでしょうか。
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○片山廃棄物リサイクル課長

片山です。

廃棄物処理法ですけれども、この整理ペーパーのところなのですが、１から３のとこ

ろは、一応、うちも部長代理と、文言の書きぶりですけれども、直して、委員会のほうで

この辺の表現を直したほうがいいんじゃないかという意見があって、そこのところで最

終的にどっちに合わせるかはもう各所管法令の判断でいいですかね。表現なんですけれ

ども。

○清水総務局参事

表現というのはどういう。

○片山廃棄物リサイクル課長

廃掃法の事実関係なんかのまとめ方の表現が、部の中でまとめた表現と、委員会のほ

うでこういうほうが分かりやすいんじゃないのかと言われたところで、最終的な直しは

どっちを尊重してもいいですか。書きぶりなんで。

○内藤総務局長

我々委員会としての意見をぶつけたけれども、やはり部として。

○片山廃棄物リサイクル課長

こっちのほう、表現のほうがいいと。

○清水総務局参事

どんなものなんですか。

○片山廃棄物リサイクル課長

分からないですけども。あと、全体の書きぶりも当然。

○内藤総務局長

一旦はそれでまず出していただいて。

○片山廃棄物リサイクル課長

まだ、今、全体はそろっていないということなので。

○清水総務局参事

横並びに見たときに、そこは検証員会としてはこうさせてくださいということがある

と思います。
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○片山廃棄物リサイクル課長

ある。出てくるんですね。分かりました。

○内藤総務局長

出て、見てからです。

○片山廃棄物リサイクル課長

分かりました。

○内藤総務局長

ほかはよろしいでしょうか。

では、次第の３ですけれども、その他ということで、その他、何かありますか。清水さ

ん、ありますか。

○清水総務局参事

前回の会議のときに、12 月に検証委員会の報告書をまとめられるとしたらというよう

な内部的なスケジュール、今、こんな感じで考えていますというところで、前回、この

後、経営管理部長に諮るので、その結果を踏まえてというふうにお伝えしていましたが、

結局、この部分については経営管理部長に諮れていません。なのでまた諮った後に、この

間、お配りした資料で言うところの、それぞれ各部局で部長まで諮っていただくスケジ

ュールや、庁内検証委員会としての報告書の案をまとめた後のスケジュールについては、

経営管理部長への協議を踏まえて若干変わってくる可能性もあるため、そこは確認した

後にまた皆さんのほうにお示しをさせていただけたらと考えていますので、よろしくお

願いいたします。今週中には諮る予定ですので。

あと、もう一個ありました。庁内検証委員会の、まだやると決まっているわけではあり

ませんが、日程の確保というところで、11 月の最終週、この間、日程のほうを最終的に

お伺いして、一応、今のところ、11 月 29 日水曜日の午後で日程をいただけたらというふ

うに思っています。11 月 29 日の午後で。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

予備日？

○清水総務局参事

そうですね。なので、庁内検証委員会としての報告書を決定する会議で、それがどのタ

イミングになるかというのはあれなものですから、この間、お配りしたやつだと 17 回の

11 月 20 日に決定とも書いてあるんですけれども、最終週にも決定と書いてあって、この

辺りがどのタイミングでできるかというのは見えない部分があるものですから、この 11

月 20 日なのか、それとも 11 月の最終週なのかというところで動く可能性があるもので
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すから、予備的な部分で日程を確保させていただけたらというふうに考えている次第で

す。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

29 日も確保しておいてくれということですか。

○清水総務局参事

そうですね。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

27 日もあるし、29 日もあるということ。ん？ああ、ごめんなさい。27 から 30 の間の、

それが 29 日になったということで。

○清水総務局参事】

そうです。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

分かりました。

○清水総務局参事

よろしくお願いいたします。

○内藤総務局長

ほかに何かございますでしょうか。皆さんのほうからどうですか。

杉本さん。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

今、第３回でしたっけ。議事録の確認が、多分、来ていると思うんですけれども、それ

が、今、私たちに求められている作業としては、今月末でしたっけ。

○清水総務局参事

３回が確か今月末で、４回が 10 月の。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

ですよね。分かりました。

○清水総務局参事

かなり大変だと思いますが。今回の確認は、御自身の発言のところに特化して確認し
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ていただけたらと思いますので。

○内藤総務局長

みんな、あれ、全部確認してくれているのかな。取りあえずは自分が言ったところを。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

そうそう、自分のところを。

○内藤総務局長

全体まとめた後に、もう一回、もちろん見てもらって。

○清水総務局参事

流して見て。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

流し読みでも相当時間がかかる。

○清水総務局参事

ものすごい大変だと思うんですよ。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

見ると、黄色くハッチングしているところとかが、多分、ここがちょっと確認してもら

いたいという作成者の意図があるところかなと思っています。

○清水総務局参事

聴き取りにくかった箇所ですかね。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

そうそう。黒丸で書いてあるところがあったりとか、そういうところは重点的に見て

います。

○清水総務局参事

すみません。よろしくお願いいたします。

会議自体が長かったので、議事録もすごい長いので。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

あと、発言者も違っているところもあった。
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○清水総務局参事

そこは、ええ。

○杉本交通基盤部参事兼砂防課長

俺、こんなこと言っていないのに。聞いてみると、声が違うから、確かに。その逆もあ

るかもしれないけれども。

分かりました。

○内藤総務局長

それでは、次第の４ですけれども、次回の会議についてよろしいですか。

○清水総務局参事

先ほどもお伝えしましたが、次回は９月 29 日の午後です。一応、イメージとしては、

庁内検証委員会の報告書の構成等についてというところと、あとは、今回、皆様から提出

していただいた整理ペーパーの１から３の概要をお示ししつつ、今後、聞き取り調査を

やらない法令、土採取等規制条例と、それだけか。砂防法はあれですけれども、聴き取り

調査をしないものについては、その論点について、それぞれの委員の方々に考察とかま

とめというところの検討を進めていただくことができるかなというところもありますの

で、今回、皆様から提出していただいた整理ペーパーと、あとは、これまでの意見交換と

いうところを踏まえていただいた、それぞれの委員の方々としての考察やまとめを次回

までの間に作業をしていただいて、その結果について、１回目の意見交換みたいなもの

ができればなと。議会にズッポリ入っているものですから、なかなか作業的には厳しい

部分があるかもしれないのですが、一応、想定としてはそのようなことができたらと思

っています。

なので、先ほど言ったように、議会の日程がもろかぶりしているものですから、それと

の兼ね合いでなかなか難しい部分もあるかもしれないので、それは本日から次回の会議

までの間の状況を踏まえて、どこまでできるかというのはまた御相談させていただけた

らと思います。

１個、確実にやらせていただきたいなと思っているのは、検証結果報告書の構成等に

ついて、ここで、このタイミングで一度話をさせていただけたらなと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

先ほどの各委員の考察とまとめの部分については、またメール等で皆さんにお願いを

させていただければと思っていますので、またそのメールの中にも書かさせていただき

ますので、お願いできたらと思います。

以上です。

○内藤総務局長

ありがとうございました。
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── 了 ──

何か質問等ございますでしょうか。

○内藤総務局長

質問はいいですか。

それでは、本日の会議はこれで終了いたします。お疲れさまでした。




